
幼少年剣道の活性化を目指す女子中国ブロック講習会 要項 
～子供とともに剣道の魅力に迫る～ 

 

１．目  的 

（1）女子指導者の資質向上を図り、幼少年剣道の活性化に資する。 

（2）各９ブロック都道府県における女子剣道指導者の交流を深め連携を図る。 

 

２．期  日 

１日目 令和６年６月１５日(土)  13時30分 開講式    16時20分 １日目終了 

２日目 令和６年６月１６日(日)  09時 ２日目開始    11時50分 閉講式 

 

３．会  場 

広島県立総合体育館   ※別紙案内図参照 

〒730-0011 広島県広島市中区基町 4-1  TEL 082-228-1111 

 

４．主  催 

公益財団法人 全日本剣道連盟 

 

５．主  管 

一般財団法人 広島県剣道連盟 

 

６．役員・講師 

別紙のとおり 

 

７．受講資格及び人数 

(1)各剣道連盟推薦による剣道三段以上の女性各15名程度(日帰り可) 

(2)主管剣道連盟の地元少年少女(小学生以下)剣士80名程度(日帰り、保護者送迎とする。) 

  ※講習生の子供は他県でも参加可能とする(申込書に記入すること) 

(3)初心者体験 

主管剣道連盟の地元幼少年(小学生以下)20～30名程度(日帰り、保護者送迎とする。) 

 

８．日  程 

別紙のとおり 

 

９．費  用 

講習参加費は無料。講習会実施の費用は全日本剣道連盟が負担する。本講習会への旅費 

  及び宿泊費については自己負担とする。 

 

10．申 込 み 

受講生については、令和 6年 5月 15日(水)までに別紙に定める申込み様式により、申込 

むこと。地元の少年少女剣士・初心者体験については主管剣道連盟が取りまとめの上、 

県剣連事務局に報告すること。 

一般財団法人山口県剣道連盟 

〒753-0083 山口県山口市後河原 237の 1 警察体育館別館内 

TEL 083-932-5072  FAX 083-932-5073 メール可 



11．携 行 品 

「剣道講習会資料」、剣道用具一式、筆記用具、健康保険証 

※書籍を熟読の上参加すること。 

 

12．安全管理 

参加者は、各自十分健康管理に留意して本講習会に参加すること。また、健康保険証を 

持参のこと。高齢の参加者については特に留意すること。 

主催者において、行事実施中、傷害発生の場合は、医師または看護師により応急処置を 

講じ、病院等で治療を受けられるよう手配する。この場合、当日の治療費(手術、入院は 

含まない)は主催者が負担する。 

なお、主催者は参加者の事故に対し(会場への往復途上を含む)、傷害保険に加入する。 

対人稽古に関する感染予防ガイドラインにかかわらず、面マスクの着用は、個人の判断 

に委ねることとする。ただし、面マスクを着用しない場合は、口の部分を覆うシールドを 

着用すること。 

 

13．個人情報等への取り扱い 

※以下を周知して下さい。 

参加者の個人情報(登録県名、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、年齢、称号・段位、職業 

等)は、全日本剣道連盟が実施する本講習会運営のために利用する。 

なお、登録県名、氏名、年齢等の最小限の個人情報は必要の都度、目的に合わせ公表媒 

体(掲示用紙、ホームページ、剣窓等)に公表することがある。 

更に、普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供することがある。 

全日本剣道連盟は、研究材料としてビデオ撮影することがある。 

 

14．注意事項 

※以下を周知して下さい。 

(1)本講習会では、入場時体温測定を実施し 37.5度以上ある者は入場できません。 

 

15．そ の 他 

受講者の子供に限り保育施設を設置し、保育士を配置する。利用する場合は事前に連絡 

をすること。 


